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（様式１） 

要望等に対する回答について 

 

 要望年月日：令和７年12月16日 

 要望団体名：岩手県鉄構工業協同組合 

※「県政への反映区分」については、別紙のとおり。 

要望項目 取組状況等 
県政への 

反映区分※ 

Ⅰ．入札制度について 

(1) 総合評価落札

方式の評価基準に

ついて 

 

総合評価落札方式の技術提案評価項目である「災害

活動の実績等」「無償奉仕活動の実績」については、

土木系以外の入札の際、公共土木施設における災害活

動等を行っている土木系工事を受注する企業が優位な

状況になることを踏まえ、評価項目から除外していま

す。 

なお、「災害協定の有無」については、昨今の激甚

化する豪雨災害や家畜伝染病に係る防疫対応など、災

害協定の締結の重要性が高まっているため、土木系以

外においても評価対象とすることを検討しているとこ

ろです。（Ｂ） 

総合評価落札方式については、入札動向等を注視し

ながら、他の業種を含め総合的に検討し、より良い制

度となるよう適切に対応していきます。（Ｃ） 

「県内企業の活用」については、県外業者との下請

岩手県営建設工事請負契約書附属条件に記載の「県内

に主たる営業所を有する者以外と下請契約を締結した

場合は、契約締結報告書を発注者に提出すること」を

踏まえ、提出書類の適切な確認を行っていきます。 

不履行の場合については、請負工事施工成績評定要

領に基づき、総合評価技術提案の不履行と同等の扱い

として減点することを検討しているところです。

（Ｂ） 

Ｂ：２ 

Ｃ：１ 

(2) 自社工場を保

有していることへ

の評価について 

自社工場の保有を評価の対象とすることについて

は、他の業種も考慮する必要があると考えられること

から、今後も、国や他県の動向を注視していきます。 

 

 

Ｃ 
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要望項目 取組状況等 
県政への 

反映区分※ 

(3) 工場製作期間

中の現場代理人の

専任取扱いについ

て 

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するた

め、工事現場の運営等のほか、工事の施工及び契約関

係事務に関する一切の事項を処理する受注者の代理人

であることから、常時の連絡に支障を来さないよう工

事現場への常駐を義務付けているものですが、工場製

作期間中の常駐義務については緩和する取扱いとして

いるところです。 

要望の「複数工事の兼務を可能とすること」につい

ては、都道府県ごとに取扱いが様々であるため、国や

他県の事例を参考に検討していきます。 

Ｃ 

(4) 「維持修繕業務

等の実績」の評価

見直し 

 

総合評価落札方式の技術提案評価項目である「維持

修繕業務等の実績」について、土木系以外の入札の際、

公共土木施設における活動を行っている土木系工事を

受注する企業が優位な状況となることを踏まえ、評価

項目から除外しています。 

総合評価落札方式については、社会情勢や入札動向

等を注視しながら、他の業種を含め総合的に検討し、

より良い制度となるよう適切に対応していきます。 

Ｃ 

(5) 陸閘・水門の維

持管理に包括民間

委託の導入のご検

討について 

 

県が管理する水門・陸閘等に関する補修・維持管理

業務については、機械設備や電気設備等の業務種別ご

と、点検・補修修繕及び設備更新等の業務内容ごとに、

施設管理者ごとに発注しているところです。 

包括的民間委託による発注件数の軽減や民間事業者

の創意工夫等による効率的・効果的な業務実施などの

有効性は認識していますが、業務実施体制の確立や継

続的な予算の確保などが必要であることから、引き続

き、本県の水門・陸閘等の適切な維持管理における適

用性について検討していきます。 

Ｂ 

２．その他 

(1) 優良県営建設

工事の表彰種別の

見直しについて 

 

県では、県内建設業者の施工技術の向上による公共

工事の品質確保及び健全な元請下請関係の構築に資す

ることを目的とし、昭和57年度から優良県営建設工事

表彰を実施しているところです。 

優良県営建設工事表彰の対象工事は、各工種の発注

件数や地域への貢献度、新技術の活用といった様々な

側面を考慮して選定しているところであり、今後も、

Ｃ 
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要望項目 取組状況等 
県政への 

反映区分※ 

関係団体等との意見交換も踏まえながら、より良い表

彰制度となるよう努めていきます。 

(2) 発注予定の公

表について 

 

県営建設工事の発注見通しについては、公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、

県営建設工事の請負契約に係る入札及び契約に関する

情報の公表要領を定め、年４回公表しています。また、

令和６年度は、国の補正予算に対応した県の補正予算

が12月臨時会において成立したことを踏まえ、これに

係る発注見通しを１月末に追加で公表しました。 

これらも踏まえ、令和７年度からは、国の補正予算

に対応した県の補正予算への十分な対応が可能となる

よう、発注見通しの時期を12月から１月に見直したと

ころです。 

引き続き、発注公所と連携の上、発注見通しの精度

向上に努めていきます。 

Ｂ 
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［別紙］ 

「県政への反映区分」について 

 

反映区分 記号 内   容 

提言等の趣旨に

沿って措置した

もの 

Ａ (１) 質問・照会等の内容であり、その趣旨を満たしたもの 

(２) 意見提言の趣旨に沿い、現行制度等で措置し、提言等の趣旨

を満たしたもの 

(３) 市町村、団体等との連絡・調整等を要し、調整等により提言の

趣旨を満たしたもの 

(４) 当該年度中に事業が完了し、提言等の趣旨を満たすもの 

(５) 当該年度中に完了しないが、事業に着手（当該年度中に着手

予定を含む）し、事業完了時に提言の趣旨を満たすもの 

(６) その他、上記に類するもの 

※この区分は、「措置済」、「完了」の区分とする。 

実現に向けて努

力しているもの 

Ｂ (１) 実現に向けて努力しているが、現段階で提言の趣旨を満たし

ていないもの 

 （例）・制度・条例等の新設・改正等を要するもの 

   ・予算措置（県単・国庫補助等）を要するもの 

   ・市町村、団体等との連絡・調整等を要するもの 

(２) 国等の事務事業に係るもので、実現に向けて、県として要望・

提案を行うなどしているもの 

(３) その他、上記に類するもの 

当面は実現でき

ないもの 

Ｃ (１) 現時点では、実現することが難しいもの 

(２) 優先順位等を見極めながら、状況に応じて判断するため、現

時点では見通しが立たないもの 

(３) その他、上記に類するもの 

実現が極めて困

難なもの 

Ｄ (１) 県の行政には馴染まないもの 

(２) 実現が極めて困難なもの 

(３) その他、上記に類するもの 

その他 Ｓ  反映区分の選択になじまないもの 

 Ｔ  県民等からのお礼、感謝の類 

 


